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京都府中小企業団体中央会

肩の荷を　少し助けて　わかち合う　あなたの痛み　わかる気がして
京都人権啓発推進会議／京都府中小企業団体中央会

「令和６年度　協同組合部会研修会」の開催
　協同組合部会（部会長　京都府プラスチック協同組合　宮本研二副理事長）では、３月13日（木）に京都経済
センターにて部会研修会を開催し、部会所属組合の理事長をはじめ組合員企業の代表者など、リアル・オンライン
合わせて73名が参加した。
　昨今、「Chat GPT」をはじめとした生成AIの注目度が急激に高まっており、企業の業務に生成AIを取り入れる
事例も増えている。特に、限られた人手での業務効率化が求められる中小企業・小規模事業者では、生産性向上や
社員の負担軽減のため、AIを使用した業務を自動化できる方法に関心が高まっている一方で、AIの機能や効果に対
する経営者の認識不足やAI人材の不足により、生成AIの導入・活用が促進されていない状況もある。
　そこで今回の研修会は、中小企業・小規模事業者の課題の解消や多様な成長に役立つ生成AIの実践を学ぶため、
Think&Act株式会社 共同代表取締役 兼 CEO 杉村 泰宏 氏を講師に招き、「今日から使える経営者のための生成
AI実践ガイド　～知っておきたい基礎と戦略的導入のポイント～」をテーマに開催した。
　研修では、生成AIの概要や機能、基本的な使い方や導入方法が説明された。また、企業の各業務における生成AI
の活用についてデモンストレーションを加えながら解説され、人事・経理業務、マーケティング及び補助金申請書
の作成など、あらゆる分野での具体的な活用方法と使用に適したAIツールが紹介された。

Think&Act株式会社
共同代表取締役 兼 CEO
杉村 泰宏 氏

宮本 研二 部会長　挨拶研修風景
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特集 Ⅰ 組合事務のポイント②
～総会の招集と委任状の取り扱いについて～

　前号は通常総会に向けた事務手続きについて解説いたしました。今号では総会の招集方法と委任状の取り扱いに
ついて解説していきます。

　総会の招集について
<<時期>>
　通常総会の開催時期は、定款において「事業年度終了後2ヵ月以内」と定められているのが一般的です。これは、
法人税法により事業年度終了後2ヵ月以内に確定申告を行わなければならない規定があるためです。

<<招集権者>>
　通常総会は理事会の決議を経て代表理事が招集します。

<<招集手続>>
　総会の招集は、組合員に会日の10日前までに到達するように、会議の目的たる事項（議案）を示し、定款に定
められた方法にしたがって通知しなければなりません。

 
令和〇年〇月〇日　　　

〇〇　〇〇〇　様

組 合 名：　　　　　　　　　
代表者名：　　　　　　　　　

通常総会招集通知書

　このたび下記により第○回通常総会を開催いたしますので、是非ご出席下さいますようご通知申し上げ
ます。
　なお、当日ご出席ができず、定款○条の規定により、下記目的事項につき、書面又は代理人をもって議
決権を行使されようとする場合は、同封の委任状用紙又は書面議決書※１に必要事項をご記入、ご捺印の
うえ、○月○日までに到着するように郵送又は直接提出して下さい。
　なお、委任状のみは総会当日に代理人が持参されても結構です。

記

　１．開催日時　　令和　　年　　月　　日（　）○○時より
　２．開催場所　　○○市○○町○○番地　　○○会館会議室
　３．議　　案　　議決内容を記載※２

※１　 書面議決書…協同組合の総会における書面議決書とは、組合員が総会に出席せずに、事前に議案に対する賛
否を記入し、書面で提出することで議決権を行使するための書類です。これにより、総会に参加できない組
合員も意思表示が可能となり、総会の成立要件（定足数）を満たすための手段としても活用されます。

※２　 議決事項…事業報告及び決算関係書類の承認、経費の賦課及び徴収方法の決定、事業計画・収支予算の決定
及び変更、定款変更の決定、役員選挙(又は選任)、その他定款で定める事項等の承認

　招集通知に際しては、議案を示すことに加え、決算関係書類（財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分
案または損失処理案）、事業報告書、監査報告書等の資料すべてを添付する必要があります。また、組合員に書面
及び代理人による議決権の行使が認められている関係上、前記書類のほか、可能な限り議案の内容や関係書類も添
付することが望ましいです。組合員全員の同意があれば、招集手続きを省略することができ、この場合は招集通知
書とその添付書類も不要となります。また、定款に定めがある場合には、電磁的方法（電子メール）による総会招
集通知も可能です。

　委任状の取り扱いについて
<<委任状とは>>
　協同組合の総会における委任状は、総会に出席できない組合員が代理人に議決権や選挙権を行使する権限を委任
するものです。
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令和〇年〇月〇日　　
○○○○組合
理事長　　　　　　　　殿

組 合 名：　　
代表者名：　　　　　　　　㊞

委　　　任　　　状

私は、○○○○を代理人と定め下記の権限を委任します。

１.令和〇年〇月〇日開催の第〇回通常総会に出席し、議決権(及び選挙権)を行使する一切の件

<<委任状の注意点>>
代理人による議決権及び選挙権の行使には一定の制限があります。
① 代理人による議決権又は選挙権が行使できるのは、あらかじめ総会の招集通知によって組合員に通知のあった事

項に限られます。
② 代理人の資格は、組合員の親族、使用人又は他の組合員に限られます。(尚、法人である組合員の「代表権を有

しない取締役」も代理人に含まれると解されます。)
③ 代理人は、定款において定めた代理しえる数を超えて組合員を代理できません。また、定款によっても４人を超

えて代理することはできません。代理人の代理できる数を超える部分の委任状は無効となります。
④ 代理人は、代理権を証する書面(委任状)を差し出さなければ、権利の行使はできません。（なお、この場合にお

いて、電磁的方法により議決権を行うことが定款に定められているときは、その書面の提出に代えて、代理権を
電磁的方法により証明することが出来ます。）

<<白紙委任状におけるQ＆A>>
白紙委任状とは…組合員が特定の代理人を指定せずに、議決権の行使を他者に委任する書類です。
Ｑ１　白紙委任状について、理事長が組合員の中から代理人を選任してもよいですか？
Ａ１　 白紙委任状は、中小企業等協同組合法第11条第2項及び定款の規定に基づき、理事長に代理人を選ぶ権限

を委任したものと解釈されます。したがって、理事長が組合員の中から代理人を選び、その組合員に議決権
の行使を委任することは問題ありません。ただし、代理人を理事の中から選ぶ場合、その理事が組合員であ
ることが、条件となります。

Ｑ２　 総会における白紙委任状について、総会に欠席する組合員が理事長または議長に議決権の行使を一任した場
合、制限なく理事長または議長の議決権行使数に加えることは可能でしょうか？

Ａ２　 白紙委任状は、総会の開催や議案の提出、議決権の確認など、総会に関する全般的な責任を持つ理事長に対
し、代理人の選任を一任するものであり、理事長または議長に議決権の行使を一任するものではありません。
そのため、理事長が全ての議決権を行使することは認められません。理事長が組合員の代理権を行使できる
のは、理事長自身が組合員である場合に限られ、一般の組合員と同様に4人までに制限されます。また、議
長はそもそも総会の議決権を有していないため、議決権の行使を委任されることはできません。さらに、議
長は総会で選任されるため、総会成立のための定足数確認を行う前に代理人が指定されている必要があり、
議長が代理人を選任することは認められません。

Ｑ３　 白紙委任状は、そのままでは無効となるため、必ず代理人の氏名を記入する必要があります。では、代理人
はいつまでに決定し、有効な委任状として準備しておくべきでしょうか？

Ａ３　 代理人の氏名が記入されていない白紙委任状は、そのままでは無効となります。委任状として有効にするに
は、総会で議決権を行使する時点、具体的には議決権数（総会の定足数）を確認するまでに、代理人を決定
し、その氏名を記入しておく必要があります。

《組合事務等についてご不明な点がございましたら、以下までお問合せ下さい》
　　　　　　　　京都府中小企業団体中央会　　本部事務所　　　☎ 075-708-3701
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北部事務所　　　☎ 0773-76-0759
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中央会NEWS中央会NEWS
経営課題解決セミナー「物価高騰に打ち勝つための実践法」を開催

　２月26日（水）に京都経済センターにおいて、組合代表者、企業経営者等を対象
とした「経営課題解決セミナー物価高騰に打ち勝つための実践法」を開催、28名が
参加した。
　講習会では、物価の上昇分や人件費の価格転嫁の必要性や対策の具体例について合
同会社Business Departure代表社員／中小企業診断士 多田 知史 氏よりご説明を
いただいた。
　京都府内の経済状況や価格転嫁の状況をはじめ、価格転嫁を実施する為のコストと
利益率の分析、顧客が感じている価値の分析の方法などについて解説された。
　続いて、価格交渉をする場合は各製造コストなどの上昇率を、自社に必要な利益率を
計算したうえで、自社がこれまでどのように業務効率化やコスト削減に取り組んできた
か、また自社の商品やサービスが顧客や取引先にとってどのような魅力やメリットがある
かなどについて、具体的に説明が出来る材料をそろえることが必要であるとされた。その
上で、価格交渉を行う相手どのような立場なのか（決済権があるのかや、取引先の顧客が
どのような状況か）を考えて交渉を行うことが重要であることについて解説された。
　昨今、物価や人件費の高騰を価格に転嫁するきっかけを掴む講習会となった。

○京都府中小企業団体中央会様 （ Ａ４の１／３ ）

協会けんぽ（全国健康保険協会）にご加入の皆様に大切なお知らせです
協会けんぽ京都支部の保険料率は

令和７年４月納付分から変更となります

健康保険料率
（都道府県単位）

介護保険料率
（全国一律）

１０．０３％

１．５９％
※４０歳から６４歳までの
被保険者様が、健康保険
料と併せてご負担

※

（０．１０％引下げ ↓ ）

（０．０１％引下げ ↓ ）

＜令和７年度＞

【機密性2】

◆詳しくはこちら

（確定版）

健康保険料率は主に各都道府県の
医療費水準により決定されます。
医療費の伸びを抑えるためには、
日々の健康づくりや上手な医療の
かかり方に取り組むことが重要です。

☎075‐256‐8630（企画総務グループ：音声案内②→④）

協会けんぽ「健康づくり
サイクル」特設サイトも
ご覧ください ☞

合同会社Business Departure
代表社員／中小企業診断士　

多田 知史 氏

開催の様子

京都府・大阪府官公需適格組合協議会　令和６年度合同懇談会を開催
　京都府官公需適格組合協議会（会長 森本 哲郎）は、２月27日（木）、リーガロイヤルホテル京都において、大
阪府官公需適格組合協議会との合同懇談会を開催、24名が参加した。
　講師に神奈川県中小企業団体中央会 情報調査部 部長代理 内田 進 氏を招き、「全国官公需適格組合協議会の基
本問題研究会の進捗状況とこれからの官公需獲得の方向性」というテーマで、講演を行った後、同　内田 氏をファ
シリテーターとして講演の内容をもとに懇談を行った。
　全国官公需適格組合協議会を挙げて官公需適格組
合を“社会のアンカー（社会の安定を支える存在）”
にする、随意契約の相手方にする取組として、プロ
モーション活動を積極的に行っていくとともに、各
組合で行政等とのパイプ作りとして行政も巻き込む
ような形での研修会の開催や課題・問題を共有する
ことで、組合を頼りにしていただき、随意契約につ
なげていくことなど積極的な意見交換が行われた。
　懇談会の後は、懇親会を開催し、内田講師との意
見交換や各組合の情報交換を行い、終始和やかに両
団体の交流を図り閉会した。

講師 神奈川県中小企業団体中央会
情報調査部 部長代理 内田 進 氏

懇談会風景
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一般社団法人京都府食品産業協会創立50周年記念講演会・式典・祝賀会を開催
　京都府内の食品関連産業の振興発展を目的に組織する一般社団法人京都府食品産業協会（会長 山本隆英：京都
府パン工業組合理事長）では、去る2月27日（木）に京都ブライトンホテルで創立50周年を記念して、記念講演会・
式典・祝賀会を開催し、会員や関係機関延べ101名が出席した。
　記念講演会では、京都府参与 山下晃正 氏を招聘し、「食の文化と食産協の未来」をテーマに講演いただいた。
講演では、京都の老舗企業が大切にする「先義後利」や「不易流行」の理念に触れながら、伝統と革新のバランス
を保つことで京都の食文化が発展してきたことについて説明いただいた。
　さらに、京都府の施策として、「知恵の経営」を活かした経営戦略や食に関連する多様な事業者が消費者ニーズ
を的確に捉えた新たな価値を創造し、その価値を組み合わせるオープンイノベーションの場「京都食ビジネスプラッ
トフォーム」についても解説いただいた。また、これを期に本協会が推進する「京ブランド認定食品」をさらに国
内外へ発信していくことへの期待と励ましのお言葉をいただき、会員一同この50周年を節目に、次なる挑戦への
決意を固めるきっかけとなる貴重な講演となった。
　その後50周年記念式典が開催され、京都府団体功労者表彰・京都市団体功労者表彰及び一般社団法人京都府食
品産業協会会長感謝状の贈呈が執り行われ、長年の功績に敬意が表された。続いて、近畿農政局 相本浩志局長、
京都府 鈴木一弥副知事、京都市 岡田憲和副市長からご祝辞を賜った。
　記念祝賀会では、京都府中小企業団体中央会 安藤源行会長による日本酒での乾杯の後、会員や関係機関と懇親
を深め終始和やかなムードのなか閉宴した。

記念講演会　京都府 山下晃正参与記念式典での開会の辞
一般社団法人京都府食品産業協会

　山本隆英会長

記念式典全体風景

記念祝賀会　乾杯
京都府中小企業団体中央会

安藤源行会長

表彰・感謝状受賞者のみなさま
<京都府　団体功労者表彰>
東田 和久 氏（京都府豆腐油揚商工組合 理事長）
角野 久史 氏（株式会社角野品質管理研究所 代表取締役）

<京都市　団体功労者表彰>
橋本 昭司 氏（京都湯葉製造販売事業協同組合 理事長）
人羅 賢司 氏（京都蒲鉾商組合 組合長）

<一般社団法人京都府食品産業協会　会長　感謝状>
横山 長尚 氏（京都府菓子工業組合 代表理事）
鳴海 健治 氏（京都米菓工業協同組合 理事）
尾上 一幸 氏（京都おばんざい事業協同組合 理事長）
松井 元子 氏（京都府立大学 名誉教授）
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特 集 Ⅱ 令和７年度 中小企業組合等課題対応支援事業
　中小企業者が経済的・社会的環境の変化に対応するため、新たな活路の開拓、単独では解決困難な諸問題、その他中小企
業の発展に寄与するテーマ等について、中小企業組合、一般社団法人、共同出資組織、任意グループ等が行う、これを改善
するための取組みを支援します。例えば、SDGsへの取組み、DX推進、2025年問題対応などの課題や団体・業界特有の
課題解決に活用できます。
　支援対象者　中小企業組合（事業協同組合、商工組合、企業組合等）を中心とした中小企業の連携グループ
　※ 特定非営利活動法人（NPO法人）、公益社団法人、公益財団法人は支援の対象となっておりませんのでご注意下さい。
　補　助　率　補助対象経費の10分の6以内
　応募受付期間　　第２次募集：令和７年４月 １日（月）～５月２３日（金）（必着）　《募集中》
　　　　　　　　　第３次募集：令和７年７月 ８日（月）～８月　７日（木）（必着）
　　　　　　　　　（第２次募集において予算枠に到達した場合、第３次募集は実施されません。）

１．中小企業組合等活路開拓事業 （展示会等出展・開催事業含む）
　組合等を中心に共同して調査研究、将来ビジョンの策定、試作品の開発など、さまざまな取組みに対して支援します。
　「活路開拓事業」では、専門家を招聘した委員会で検討を行い、市場調査、試作品の開発、ビジョンの策定、構成員へ成
果を発表するなどして、課題を解決、成果を共有する取組みを補助します。
　「展示会等出展・開催」では、国内外の展示会への出展や展示会の自主開催を補助します。（商品等の販売を伴う出展・開
催は不可）
　補 助 金 額　　大規模・高度型※：上限　２，０００万円（下限100万円）
　　　　　　　　通　常　型　　　：上限　１，２００万円（下限100万円）
　　　　　　　　展示会事業　　　：上限　１，２００万円（下限なし）

取組のイメージ
　《活路開拓事業》
　ⅰ）組合員の意識や経営環境を調査したい。
　ⅱ）他業界で成功している手法を学びたい。
　ⅲ）共同施設のリニューアルの方向性や課題を考えたい。
　ⅳ）厳しい環境規制に対応する方策を検討したい。
　ⅴ）ＳＤＧｓを学び、業界を挙げて実践したい。
　《展示会等出展・開催》
　ⅵ）進出していない地域で展示会を開催して販路拡大の可能性を調査したい。
　ⅶ）バーチャル展示会に出展して幅広くニーズを確認したい。
　ⅷ）海外の展示会に出展して海外取引拡大の足掛かりとしたい。
　※ 大規模・高度型は、補助金申請予定額が１、200万円を超え、なおかつ事業終了後３年間以内に組合等又は組合員

等の「売上高が10％以上増加することが見込まれる」又は「コストが１０％以上削減されることが見込まれる」事
業に限ります。

２．組合等情報ネットワークシステム等開発事業
　組合等が行うアプリケーションシステムや情報ネットワークシステムの開発、開発のための計画立案、ＲＦＰ（提案依頼
書）策定を支援します。
　補 助 金 額　　　　補助金上限
　　　　　　　　　　大規模・高度型※：上限　２，０００万円（下限100万円）
　　　　　　　　　　通　常　型　　　：上限　１，２００万円（下限100万円）
　取組のイメージ
　《基本計画策定事業》
　ⅰ）ＷＥＢシステムを活用した組合員間ネットワーク構築のための基本計画策定。
　ⅱ）災害等のリスク対応のための組合員の在庫・文書等管理システム整備のための研究。
　ⅲ）組合業務管理システムのクラウド化のための業務分析、調査研究。
　《情報システム構築事業》
　ⅳ）組合員の発注業務効率化のためのメーカー・卸間のＥＤＩシステムの開発。
　ⅴ）組合員のローコストオペレーションを可能にする店舗販売管理システムの開発と普及。
　ⅵ）ＷＥＢサイトを活用した組合員の取扱う製品の共同販売システムの構築。
　ⅶ）クラウドを活用した組合員の取扱う製品等の管理システムの構築。

※ 大規模・高度型は、補助金申請予定額が１，２００万円を超え、なおかつ事業終了後３年間以内に組合等又は組合員等の「売
上高が10％以上増加することが見込まれる」又は「コストが10％以上削減されることが見込まれる」事業が該当します。

本事業の詳細につきましては、こちらをご確認ください
全国中小企業団体中央会HP
https://www.chuokai.or.jp/index.php/subsidy/subsidykadai/
　補助金のご活用に関するご相談は、各組合等の担当者までお気軽にご連絡下さい。
　京都府中小企業団体中央会　 本部事務所 ☎075-708-3701　　北部事務所 ☎0773-76-0759
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業界景況天気図 概　　　　況

全　体 1月 →2月
　　

　今月は寒波の影響で外出を控える傾向にあり、個人消費が低迷した。諸物価の高騰により節約志向が進ん
でおり、売上が悪化している。中小企業においても物価高や賃上げ等により仕入コストや人件費等は増加し
ているが、競合他社との兼ね合いもあり販売価格への転嫁が難しく、自社吸収による利益圧迫となっている。
また、米国政権による関税の影響により、輸出関連の仕事は減る傾向が予想される。

製造業

1月

↓
2月

繊維工業
　　

　諸物価が継続的に上昇し、諸産業で人手不足の課題が顕在化する中で、需要の減退により生産体制が弱体
化し、更なる需要の減退という負のスパイラルから抜け出せない状況になっている。商いは閑散としてまと
まった発注がなく、低空飛行が続いている。こうした中、製造品種別で見ると製造できる機場が限られる夏
物素材や振袖が主な使用用途である金銀通し素材に動きが見られる。

出版・印刷
　　

　益々ペーパレス化が進んでおり、製本業界は非常に厳しい状況である。価格転嫁は進んでいるが、資機材
の値上がりと同等までは難しい。最低賃金対応も進んでいるが、経営への負担は免れないという声もある。
また、人を募っても集まらないという声がある一方、組合事業への参加状況から予測すると新卒の採用人数
はこの数年来ずっと減少傾向にある。

鉄鋼・金属
　　

　全体的には不変と回答したが、組合員ごとに売上高や雇用人数及び業界の景況についてはバラつきがある。
採用難に加えて、退職者が増加していることが課題である。再度、価格転嫁を検討せざるを得ない時期にき
ている。

一般機械等
　　

　受注量や売上高の回復が見られず、多くの企業が依然として低調な業績を余儀なくされている。新規受注
は慎重な動きが見られ、受注単価の低迷が深刻な課題となっている。原材料価格や人件費の上昇が続く中、
コスト増加分を販売価格に十分に転嫁できていない企業が多く、収益圧迫が懸念される。特に、海外市場の
不安定さや国内設備投資の鈍化が影響し、製造業の生産計画にも慎重な姿勢が続いている。

その他製造業
　　

　今年から土曜日を休日にする組合員の割合が増えた。問屋メーカーなどが土曜日を休日にしていたが、小
売店でも休日を増やすようになり、全体に仕事が減っている。工事現場も土曜日に音が出る仕事をすると苦
情が来るため、休日にする事業者が増えている。一か月の稼働日が減ると、より効率良くするか利益率を上
げなければ企業の収益率が下がるため、注意が必要である。

非製造業

1月

↓
2月

卸　　売
　　

　昨夏以降、6カ月連続して売上のマイナスが続いている。製造コストの上昇に伴う値上げにより小ロット
化し、その影響により収益性も悪化している。円安等の影響により好調な大手企業を中心に賃上げの動きが
加速し、政府もそれを奨励している。中小企業の現状と比較すると格差が開く一方であり、それを留意した
施策を期待したい。

小　　売
　　  

　京都はインバウンド需要が大きく伸長しているが、当業界にはほとんど恩恵が無い。相変わらず加盟店の
廃業が続き、組合としての存続すら危ぶまれている。最近ではドラッグストア等の出店が増加し、地元客の
奪い合いとなっている。そのため、生命関連商品である医薬品販売哲学が蔑ろにされている。零細店・中小
企業による業種を超えた連帯を創造させ、対抗すべきではなかろうか。

商 店 街
　　

　市内の主要観光地周辺を訪れた外国人客が前年同期に比べ約30％増えた一方、日本人客は約15％ほど減
少したと京都市の調査結果が公表された。日本人客減少の要因としては、商圏人口の減少や京都市内の宿泊
料が高額であることが大きい。日本人客を呼び戻すためには、老舗店舗の存在を更にアピールすることが鍵
になると当組合内で共有している。

サービス
　　  

　2月全体の売上は対前年に比べるとそれほど良くない。予約状況としては春節の中国人関連の客足はあっ
たが、京都に集中していた感がなく、期待していたほどの成果が上がっていない。仕入原価や人件費が高騰
したままであるため、収益性も良い状況ではない。世界情勢、国内の政治、景気の動向でまだまだ先が見え
にくい状況なので、今後の情勢を見つつ派手な手を打てる状況ではないのは確かである。

建　　設
　　

　令和7年4月から省エネ法及び建築基準法が一部改正される。4月以降に確認申請をする案件に適用される
が、省エネの性能計算や構造基準の確認等、確認申請がスムーズに行われるか不安要素がある。また、工事
の遅延リスクは施主に丁寧に説明する必要がある。一方、国は公共工事設計労務単価を全職種平均で約6％
引き上げた。業界の発展を見据え、担い手確保のためにも賃金上昇に取り組まなければならない。

運　　輸
　　

　例年に比べて気温が低く、外出を控える傾向が見られ、売上は前年に比べて低迷した。京都市域における
タクシーの運賃改定の動きは、京都市域法人タクシー総台数の約70%が改定に向けた申請を行い、近畿運
輸局も改定が必要であるという判断を下した。現在、改定率および改定時期等の調査を行っている。

■低調な個人消費や諸物価高騰による悪影響が続く
中小企業団体情報連絡員2月分報告より【前年同月比】京都経済お天気

快晴
 DI値 40以上

晴れ
 20〜40未満

くもり
 20未満〜△20未満

小雨
 △20〜△40未満

雨
 △40以上

※ DIとは、Diffusion Index（ディフュージョン・インデックス）の略で、好転（増加・上昇）したとする割合から、悪化（減少・低下）
したとする割合を差し引いた値です。
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表紙タイトル「協同」背景色は、京都府印刷（工）が京にゆかりのある名前を
付した12色を創作したうちの「円山公園のしだれざくら色」です。
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　予　告　

京都府中小企業団体中央会創立70周年記念式典

　本会は、昭和30年に創立以来令和７年度で創立70周年を
迎えます。来る６月20日（金）に創立70周年記念式典を開
催する運びになりました。この輝かしい70周年を会員の皆
様に多数ご出席を賜り、ご一緒に祝いたいと存じます。
　また、創立70周年記念式典に先立ち、令和７年度通常総
会も同日開催致しますので、是非ともご予定下さいますよう
お願い申し上げます。
　日　時　　令和７年６月20日（金）　午後４時～８時（予定）
　
　場　所　　ウェスティン都ホテル京都
　内　容　　（第１部）　記念式典・記念表彰式

午後４時～４時50分
　　　　　　（第２部）　記念祝舞・演奏　

午後５時～６時10分
　　　　　　（第３部）　記念祝賀会 午後６時10分～８時
　お問合せ　
京都府中小企業団体中央会　総務情報課　☎075-708-3701


